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　高次脳機能障害は、当センターが積極的にそ
の支援に取り組み、10年に亘って高次脳機能障
害支援モデル事業（以下、モデル事業）及び高
次脳機能障害支援普及事業（障発0525001号平
成19年５月25日）（以下、支援普及事業）に参画
したことを通じて人口に膾炙する用語になりま
した。特に、平成19年12月25日障害者施策推進
本部決定に基づく重点施策実施５か年計画（平
成20～24年度）では、「ア　高次脳機能障害への
支援を行うための支援拠点機関を、全都道府県
に設置する。イ　国立専門機関等において、高
次脳機能障害のための認知リハビリテーション
技法の確立や評価尺度の開発を推進するととも
に、高次脳機能障害者に対する都道府県単位の
支援ネットワークに対する専門的な支援を行い、
その支援技術の普及を図る。」と、高次脳機能障
害支援の具体策が明文化され、加えて地域支援
ネットワークの構築を通じた施策の充実と全国
での均霑化のためには、情報提供と疑問に答え
ることを旨とする情報・支援センターの設置が
必要とされました。このような指針に基づいて、
障害者自立支援法第78条に基づく地域生活支援
事業の一部に位置づけられる支援普及事業の中
で国立障害者リハビリテーションセンター（以
下、国リハ）は全国高次脳機能障害支援普及拠
点センターとなり、政策的支援事業で主導的な
役割を果たしてきました。
　支援普及事業で国リハは支援拠点機関等全国
連絡協議会と同支援コーディネーター全国会議
をそれぞれ年に２回開催しています。他に全国
を10に分割したブロック毎の会議を年に１から
２回、都道府県毎の地域連携委員会を随時開催
しています。このようにしてこれまでに蓄積し
た経験を情報提供しながら、大きな目標である
支援事業の全国均霑化を達成しようとしてきた
ところです。

　支援拠点機関については平成22年６月を以て
47都道府県すべてに設置を見ることができまし
た。モデル事業に当初から参加している自治体
とでは10年近い運用経験の差があるものの、や
がてはその差はなくなるものと思われます。し
かしながら、なお均霑化が大きな課題となって
いるのはむしろ同一自治体の中での南北問題で
す。この地域差の解消はなかなかに解決困難な
課題ではあるものの、ICT技術の普及はその方
法のひとつとして有力であると考えられていま
す。
現行の支援普及事業における情報提供とそのソ
ースとなる情報収集に係る課題は以下の通りで
す。
ア ．当事者とその家族および直接処遇職員へ信

頼のおける高次脳機能障害に関する情報の提
供

イ ．高次脳機能障害専門家による検証を受けた
支援手法、アセスメントの普及

ウ ．高次脳機能障害支援拠点機関が行う間接支
援に対して研修情報、相談資源情報を提供

　これら３項目を中心に適切な情報収集とICT
技術を活用した円滑な情報提供をなすために、
平成23年10月１日国リハの研究所内に高次脳機
能障害情報・支援センター（以下、情報・支援
センター）が設置されました。国リハにあって
は、発達障害情報・支援センターに続く二つ目
の情報・支援センターとなり、このような全国
規模の情報発信機能をもった機関として国リハ
に新たな位置付けが加わりました。この名称か
らも理解できるように、情報・支援センターに
は情報を提供することにより支援拠点機関など
で支援に従事する専門職員を支援する大きな役
割があります（図１）。
　試行的な情報提供はすでに始
まりましたが、現在ホームペー
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と判断された事項について、これを分かりやす
い様式で情報提供することになります。
　向後の情報・支援センターの業務として情報
収集、分析、発信を行う体制の強化が必要であ
り、当事者・家族、支援拠点機関職員を始めと
する専門職員、行政機関職員、一般市民等に対
する、全ライフステージにわたる高次脳機能障
害支援情報の提供を目標に、高次脳機能障害者
が地域で暮らしながら障害程度に応じた社会参
加を果たすことを目的に、情報・支援センター
は第一歩を踏み出したところです（図２）。運用
に当たっては、国リハ全職員の協力をお願いす
る次第です。

ジ構築ソフトウェアを作成中で
あり、その完成を待って本格的なホームページ
運用が始まることになります。とりわけ重要な
事項はホームページのコンテンツ、すなわち提
供すべき情報の内容であり、このコンテンツ作
成に全力を傾注する必要があります。
　高次脳機能障害の診断から支援手法、制度に
至るまで日進月歩の勢いで進んでいて、国内外
の高次脳機能障害に関するウェブサイト、研究
文献から様々な情報を収集します。次いで収集
された情報を専門的知識により信頼性の高い情
報、高次脳機能障害情報・支援センターが掲載
すべき情報であるか分析します。その上で有用

高次脳機能障害情報・支援センター

高次脳機能障害情報・支援センターは、高次脳機能障害に対する総合的
な支援を行い、高次脳機能障害支援拠点機関を含めた医療・福祉サー
ビス等の向上を目指します。

高次脳機能障害情報・支援センターの役割

（１）関連情報の収集、整理、発信

高次脳機能障害支援に関する施策や国内外の情報を収集し、整理して発信します。

（２）調査研究

各種支援プログラムの成果を検証し、よりよいものに改正します。

（３）研修

支援拠点機関の職員等に対し、支援技術習得に関する研修を実施します。

（４）普及啓発

高次脳機能障害について、一般国民にはわかりやすく、専門職には詳細に解説をします。

また、シンポジウムを通じて普及啓発に努めます。

（５）関連機関との連携

全国連絡協議会等を開催し、各都道府県の高次脳機能障害支援拠点機関と連携して、

地域における支援の充実を図ります。

当センターは、平成23年10月1日に国立障害者リハビリテーションセンター内に設置されました。Webサイト

(http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/)を開設し、リニューアルを予定しています。

図２�　高次脳機能障害情
報・支援センターが
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図１�　高次脳機能障害情
報・支援センターの
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